
付
セキュリティの運用の基本的な考え方
 セキュリティは、移動動線の制限と、運用時間との組合せで設定する予定である。

１ 移動動線の制御によるセキュリティ
 セキュリティレベルは、以下のレベルを設定する。

(1)建物入口のセキュリティ（レベル１）
(2)建物の垂直方向動線のセキュリティ（レベル２）
(3)建物内各室のセキュリティ（レベル３）

２ 運用時間によるセキュリティ
 建物の運用時間は概ね以下の時間を想定している。

(1)全館開館時  1
(2)部分開館時 1 22
(3)全館閉館時 22
(4) 場  23

３ セキュリティ区分
 １・２の組み合 せによ リ を ー ン し、 入制限 リ 内ではカード を
予定である。

４ カード配布対象予定者
 (1) （勿 ・ ・ 定 業務 ・ 業者等）

(2)相談室使用者
(3) 業 施設 用者
(4)その他（イベント主催者、保守業者等への貸出用）



(1)建物入口のセキュリティ（レベル１）

■建物入口セキュリティ確保の考え方
　 場 　 2 　の場合

入口は、 階部分で、 、 東側入口、 側入口、 防災センター入口、
　　2階部分で⑤東側入口の計5か所とする。

は、防災センター入口 の ー ー ー るセ を 、 の の入口は施錠する。
2 か 場 の入口は、 階 入口、 防災センター入口 階 2 、 階 入口の計 か所とする。

錠 は、施錠する。

　 場 　2 　の場合
か 場 の入口は、 階 防災センター入口は 錠と 、 場 の を する。

この場合、防災センター入口とは別の場所で施錠箇所を設ける必要がある。

(2)建物の垂直方向動線のセキュリティ（レベル２）

■運用時間毎の垂直方向のセキュリティ確保の考え方
１ 運用時間内（全館開館時） 1
(1)運用時間内は、(2)、(3)に る場合を 、 入 とする。
(2) 階は設 階である と 、 の 入 を制限する めに、カード を基本とする。
(3) ール 1 2階は 者 ー である と 入制限する(階段(3)の1 2階は施錠する。)。

２ 運用時間内（部分開館時） 1 22
(1)運用時間内は、(2)、(3)に る場合を 、 入 とする。(1)運用時間内は、(2)、(3)に る場合を 、 入 とする。
(2)階段(3)はすべて施錠する。
(3) ートセンター 業時は、 階以 の の 入 を制限する。

ートセンター 業時は、４階以 の の 入 を制限する。

３－１ 運用時間外（全館閉館時）22   場運用時間 23 の場合
(1)運用時間外は、 下階移動は、階段２と 4のみとし、カード を 。
(2)運用時間外は、 場移動は 4、階段(2)のみとし、カード を 。
(3)階段(1)(3)(4)の閉鎖による閉じ込め防止として、1階のみサムターンを設ける。

(3)建物内各室のセキュリティ（レベル３）

■各室のセキュリティ確保の考え方
１ 鍵の設置区分

・ 室は、テンキー・カードリーダ付電気錠を設置する。
・その他、セキュリティ確保が必要な場所にカードリーダ付電気錠を設置する。

・執務室は、主入口にカードリーダ付電気錠を設置し、その他の入口に電気錠を設置する。
・会議室、倉庫等は機械式鍵を設置する。


